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１【提出理由】

　2021年３月26日開催の当社第27回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の

５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも

のであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2021年３月26日

 

(2）当該決議事項の内容

＜会社提案(第１号議案及び第２号議案)＞

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、鉢嶺登、野内敦、金澤大輔、蓑田秀策、

水谷智之、栁澤孝旨、荻野泰弘を選任するものであります。

 

第２号議案　業務執行取締役に対する業績連動金銭報酬に係る報酬等改定の件

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）の現行の報酬等の額は年額200百万円以内（ただ

し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）に加え、別枠として、取締役（社外取締役及び監

査等委員取締役を除く）に対する譲渡制限付き株式の付与のための報酬等の額を年額550百万円以内

（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）としておりますが、株主の皆様との一層の

価値共有を進めることを目的として、従来の取締役の報酬等とは別枠として、当社の業務執行取締役

に対して、新たに業績連動金銭報酬を支給する制度を導入し、その年額を600百万円以内（ただし、

使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とするものであります。

 

＜株主提案(第３号議案)＞

第３号議案　定款一部変更の件

グループ全体としての企業価値最大化及び資本効率性の観点で、現行の定款に、新たに「上場子会社

の管理」を新設するものであります。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成割合（％）

＜会社提案＞

第１号議案

取締役（監査等委員である取締役を

除く）７名選任の件

   

（注）１

 

鉢嶺　登 117,493 2.312 － 可決　(98.70%)

野内　敦 178,813 992 － 可決　(99.44%)

金澤　大輔 179,167 638  可決　(99.63%)

蓑田　秀策 179,124 681 － 可決　(99.61%)

水谷　智之 174,940 4,865 － 可決　(97.28%)

栁澤　孝旨 177,586 2,219 － 可決　(98.75%)

荻野　泰弘 179,181 624 － 可決　(99.64%)

＜会社提案＞

第２号議案

業務執行取締役に対する業績連動金

銭報酬に係る報酬等改定の件

179,099 706 － （注）２ 可決　(99.59%)

＜株主提案＞

第３号議案

定款一部変更の件

38,661 141,142 － （注）３ 否決　(21.50%)

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に

より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主

のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以　上
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